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原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる「難病」のうち、良質かつ適切な医療の

確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が指定する疾病を「指定難病」といいます。 

指定難病に認定された受給者は、「難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法）」に基づ

き、その治療に係る医療費の一部が助成されます。 

なお、現在、指定難病は３３８疾病（※）あります。 

※ 厚生労働大臣が定める指定難病は、厚生労働省 指定難病で検索できます。 

 

 

 

（１）厚生労働大臣が定める診断基準を満たす指定難病にり患している方（※）のうち、 

次のいずれかを満たしている方 

① 厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方（※） 

②  指定難病に係る治療において、申請月以前の１２か月以内に医療費が 

33,330 円を超える月数が既に３か月以上ある方（軽症高額基準該当） 

※ 診断基準、重症度分類を満たすかどうかは、主治医にご相談ください。 

● 厚生労働大臣が定める診断基準及び重症度分類は、厚生労働省 指定難病で検索できます。 

（２） 北海道内に居住している方 

 

 

 

 難病であっても、厚生労働大臣が定める基準を満たしていない場合は 
助成制度の対象となりませんので留意してください。 

 

 

 

 

医療費助成制度の対象となるのは、指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関

する医療で、対象範囲は次のとおりです。 

医 

 

療 

・診察    ・薬剤の支給   ・医学的処置、手術及びその他の治療 

・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護 

・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

介

護 

・訪問看護 ・訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ・居宅療養管理指導 ・介護療養施設ｻｰﾋﾞｽ   

・介護予防訪問看護 ・介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ・介護予防居宅療養管理指導 

※ 指定難病の治療に係るものであっても、都道府県から指定を受けた指定医療機関で行われ

るもの以外は医療費助成の対象にはなりません。 

 

特定医療費（指定難病）申請のご案内 
～はじめて受給者証の申請をされる方へ～ 

１ 制度の対象となる方 

２ 医療費助成の対象 
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（１）医療費助成の申請について 

     指定難病等の医療費助成を受けるためには、医療受給者証が必要です。 

   主治医から指定難病と診断され、医療費助成を希望される方は、臨床調査個人票と必要

書類を道庁地域保健課（旭川市・函館市・小樽市にあっては各市の保健所）に提出して医

療費助成の申請をしてください。（札幌市にお住まいの方は、札幌市が所管しています。） 

認定されると医療受給者証を交付し、認定されなかった場合もその旨通知する文書を交

付します。申請から認定（不認定）までに概ね３か月程度かかります。 

※ 認定された場合、医療費助成の開始日は申請の日（郵送等の場合は消印等の日）となり

ます。 

     

                                          

                                          

                                            

                                           

                                          

                                          

 

 

負担上限月額（受診者が１か月に負担する金額）は、受診者と同じ健康保険に加入する方を同

一の世帯（支給認定世帯といいます）として、支給認定世帯の市町村民税額や受診者の年収によ

り決定します。 

対象の医療を受けた場合は、その月の自己負担額を合算し、負担上限月額まで達した時は、そ

れ以上の自己負担がなくなります。（複数の医療機関を受診した場合も、自己負担額は合算して

適用されます。） 

【負担上限月額表】（原則）                       （単位：円）                        

 (※1)高額かつ長期：支給認定月以降の月ごとの医療費総額が５万円を超える月が年間６回以上ある方 

（例えば健康保険の２割負担の場合、医療費の自己負担が１万円を超える月が年間６回以上） 

３ 医療費助成の申請から認定（不認定）まで 

４ 負担上限月額 

人工呼吸器等
装着者

生活保護 A０ 0 0 0

低所得Ⅰ
本人年収
～80万円

A1 2,500 2,500

低所得Ⅱ
本人年収
80万円超～

A2 5,000 5,000

一般所得Ⅰ A3 10,000 5,000

一般所得Ⅱ A4 20,000 10,000

上位所得 A5 30,000 20,000

高額かつ長期
※１

所得区分 所得区分の基準

入院時の食事代 全額自己負担（生活保護は自己負担なし）

患者負担割合：２割（現在１割の方は変わりません）

自己負担上限額（外来＋入院＋調剤＋医療系介護サービスの費用）

－

市町村民税
非課税

（世帯）

1,000
市町村民税

課税7.1万円未満

市町村民税

課税7.1万円以上25.1万円未満

市町村民税
課税25.1万円以上

受給者証に表示
される区分

一般

例：旭川市、函館市、小樽市にお住まいの方 
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次の書類をご準備いただき、道庁地域保健課（旭川市・函館市・小樽市にあっては各市の保健
所）に提出してください。 

なお、★マークの様式は、北海道のホームページからダウンロードしてください。 
申請に必要な書類 留  意  事  項  等 

①申請書★ ・マイナンバーの記入が必要です。   
・申請者がご家族など（受診者本人又は保護者以外）の場合、委任状の提出
が必要ですので、申請書裏面に必ず記入してください。 

②臨床調査個人票 
※疾病毎に様式が違います   

・申請日から遡って３か月以内に難病指定医が作成したもの。 
・添付資料が必要な疾病があります。 

③世帯調書★ 
※生活保護世帯の方は省略可 

・受診者と同じ健康保険加入者のﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの記入が必要です。 
※被用者保険に加入している生活保護世帯の方は必要です。 

④住民票 ・世帯全員の住民票（申請日から遡って３か月以内に発行されたもの） 
※マイナンバーが記載されたものをご用意ください。 

⑤健康保険証の写し 下記※１参照 

⑥所得状況が確認できる書
類 
 
 
 
※生活保護世帯の方は省略可 

※源泉徴収票・確定申告書・
納税証明書では受付できま
せん。 

 
※ 
１ 
参 
照 

■ 
書 
所 

 

■市町村民税課税世帯の方（次のいずれか１つ） 

ア 市町村民税（非）課税証明（原本） 

イ 給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書（写） 
ウ 市町村民税の税額決定・納税通知書（写） 

■市町村民税非課税世帯の方（ア及び該当者のみイとウ） 
ア 市町村民税（非）課税証明書又は所得証明書（原本） 
イ 非課税収入申告書（年収８０万円以下の方のみ）４ページ参照 
ウ (イの添付資料)障害年金や特別児童扶養手当等の受給者は、 

前年の支給額が確認できる書類（写） 

⑦同意書★ ・生活保護世帯等の健康保険未加入者は不要です。 

⑧マイナンバー確認のため
の書類 

・申請の際に「個人番号の確認」と「身元の確認」が必要となります 
(マイナンバーカード両面のコピー、マイナンバーが記載された住民票など) 

その他（以下⑨から⑫は該当者のみ） 

⑨生活保護受給者であるこ 
とを証明する書類 

・受給者の氏名･住所等が記載されている生活保護受給証明書など 
（上記④及び⑥の書類は不要です） 

⑩介護保険被保険者証（写） ・要介護、要支援認定を受けている方 

⑪ご自身を含め、世帯内で 
他に受給者証をお持ちの方 
がいることを証する書類 

・特定医療費（指定難病）医療受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性
特定疾病医療受給者証等のコピー 

⑫申請疾病に係る医療費総 
額証明書又は領収書 

・軽症高額該当基準(※)に該当する可能性のある方 
※指定難病の重症度分類を満たさない方で、月ごとの医療費総額が

33,330 円を超える月が申請月以前の 12 か月内で３月以上ある方 

※ １ 健康保険証の写し、所得状況の確認書類について 
      ～加入している健康保険の種別により、ご提出いただく対象者が異なります。 

受診者が加入して 
いる健康保険の種類 

提出していただくもの 

⑤健康保険証の写し ⑥市町村民税課税証明書類 

国民健康保険 
（退職国保を含む） 

同じ国保の加入者全員 
※義務教育を修了していない者については省略可 
※受診者が 18 歳未満で保護者が後期高齢の場合は
保護者分も必要 

同 左 
 
 

後期高齢者医療制度 同じ住民票上で後期高齢に加入している方全員 同 左 

被 
用 
者 
保 
険 

受給者本人が被保
険者の場合 

受診者本人分のみ 同 左 

受給者本人ではな
い方が被保険者の
場合 

被保険者及び受診者本人 
※受診者本人の保険証で被保険者の名前を確認する
ことができる場合、被保険者分の保険証は省略可 

被保険者（被保険者が非課税の
場合、受診者本人分を追加） 

国民健康保険組合 
 

同じ保険の加入者全員 
 

同じ保険の加入者全員 
（必ず所得課税証明書を提出） 

５ 申請に必要な書類 

申請月の属する年度

のもの(４～６月の場

合は前年度) 
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非課税収入申告書について 
市町村民税非課税世帯（３ページの「⑥所得状況が確認できる書類」により提出いただいた

『全員の市町村民税課税証明書が非課税』の場合で、申請月の属する年の前年（１月から６月の
場合は前々年）に障害基礎年金その他の給付金がある受診者は、次の表の書類を提出してくださ
い。ただし、受診者が 18 歳未満の場合は、全ての保護者分の提出が必要です。 

給   付   の   種   類 提出書類 

国民年金法に基づく「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」、「寡婦年金」と法改正前の国民年

金法に基づく「障害年金」 

年金振込通

知書、年金

額改定通知

書、支給額

変 更 通 知

書、年金証

書のうちい

ずれか一つ

の写し 

厚生年金保険法に基づく「障害厚生年金」、「障害手当金」、「遺族厚生年金」と法改正前の

厚生年金保険法に基づく「障害年金」 

船員保険法に基づく「障害年金」、「障害手当金」と法改正前の船員保険法に基づく「障害年金」 

国家公務員共済組合法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正前

の国家公務員等共済組合法に基づく「障害年金」 

地方公務員等共済組合法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正

前の地方公務員等共済組合法に基づく「障害年金」 

私立学校教職員共済法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正前

の私立学校教職員共済組合法に基づく「障害年金」 

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共

済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち「障害

共済年金」、同条第五項に規定する移行農林年金のうち「障害年金」と同法附則第二十五条第四

項に規定する「特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの」 

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく「特別障害給付金」 

労働者災害補償保険法に基づく「障害補償給付」、「障害給付」 

当該給付金

に 係 る 

振込通知書 

国家公務員災害補償法に基づく「障害補償」 

地方公務員災害補償法に基づく「障害補償」と同法に基づく条例の規定に基づく補償で「障害

を支給事由とするもの」 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく「特別児童扶養手当」、「障害児福祉手当」、「特

別障害者手当」と昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による「福祉手当」 

 
 
 

申請が認定されましたら、「医療受給者証」及び「自己負担上限額管理票」が郵送されます。 

医療費助成の開始日は申請の日（郵送等の場合は消印等の日）となります。 

「医療受給者証」及び「自己負担上限額管理票」を指定医療機関で提示することにより医療費

助成を受けることができます。 

 

 

「医療受給者証」の有効期間の開始日から医療受給者証が届くまでの間に、今回認定された疾

病の治療で自己負担上限額を超えて指定医療機関で医療費をご負担されていた場合は、医療費

の償還払の対象になりますので領収書等は保管しておく必要があります。 

 

 

 

 

 

※ 北海道の指定医や指定医療機関の指定状況は、北海道庁 指定医で検索できます。 

                  

６ 医療費の助成 

７ 医療費の償還払 


